
３教高第７０６号 

令和３年８月５日 

 

いわき市教育委員会教育長 様 

 双葉町教育委員会教育長 様 

福島県教育委員会教育長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対応について（依頼） 

このことについて、本日開催された県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議において、別添資

料のとおりいわき市に「まん延防止等重点措置」が適用され、加えてその他の地域では集中対策を実

施することが示されました。 

つきましては、「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準＊における対応を、いわき地区にお

いては別紙写しのとおり“レベル３”に引き上げることとし、その他の地区においては“レベル２”

の対応とするよう各県立学校長に別紙写しのとおり通知しましたので、貴所属の幼稚園長、小・中・

義務教育学校長及び特別支援学校長へ周知するとともに、下記の期間において、別紙写しを参考にし

て感染リスクの高い活動を控え、感染症対策の徹底を図るようお願いします。 

なお、今後感染状況の変化により対応が変わる場合は、改めてお知らせします。 

記 

○ 対象期間 令和３年８月８日（日）から同月３１日（火）まで 

       ※終了期日が変更となる際は、改めて通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当 義務教育課   主幹 佐藤 電話 ０２４－５２１－７７７４）   

（     高校教育課   主幹 亀田 電話 ０２４－５２１－７７６９） 

（     特別支援教育課 主幹 根本 電話 ０２４－５２１－７７７９） 

（     健康教育課   主幹 鈴木 電話 ０２４－５２１－７７７７） 



福島県まん延防止等重点措置等

令和３年８月５日
福島県コロナウイルス感染症対策本部

県内の急激な感染拡大により、病床使用率の上昇等、医療提供体制のひっ迫
が深刻となっています。これ以上の感染拡大を防止するため、新型インフルエン
ザ等対策特別措置法（以下、「特措法」と言う。）に基づき、以下の重点的な対策を
行いますので、県民の皆様、事業者等の皆様のご協力をお願いします。

まん延防止等重点措置
重点措置以外の区域における

対応（県の独自対策）

区 域 いわき市【重点区域】 その他の地域

期 間
令和３年８月８日（日）

～８月３１日（火）
令和３年８月８日（日）

～８月３１日（火）

適 用
特措法第31条の６

第１，２項、
第24条第９項

特措法第24条第９項

資料３
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内 容

いわき市
（重点区域）

・

その他の
地域

県民の皆様へのお願い

〇基本的な感染対策を徹底してください。

〇感染リスクの高い行動は控えてください。
・不要不急の外出は自粛してください。

・外出する必要がある場合でも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人

数で、混雑している場所や時間帯を避けて行動してください。

・感染対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲

食店等の利用は控えてください。

・都道府県をまたぐ旅行・帰省等は、原則、中止・延期してください｡

・路上や公園等での屋外での集団の飲食・飲酒は控えてください。

・３つの密を徹底的に避けてください。

・「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いやアルコール消毒等による手

指消毒」、「こまめな換気」などの基本的な感染対策を徹底してください。

・会食等は、感染防止対策を徹底し、少人数、短時間、いつも一緒にいる人と行って

ください。

〇夜８時以降、飲食店等にみだりに出入りしないでくだ
さい。【いわき市】

（特措法第２４条第９項に基づく要請）

（特措法第２４条第９項に基づく要請）

（特措法第３１条の６第２項に基づく要請）
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内 容

いわき
市

その他
の地域

全地域

飲食店等の皆様へのお願い

〇営業時間を短縮(営業時間は午前５時から午後８時まで)してください。

【対 象】 食品衛生法に定める飲食店営業許可を受けた店舗

【営業時間の短縮に応じていただいた場合】 協力金を支給 (1日当たり３万円～(売上高に応じて））

■相談窓口 いわき地区協力金コールセンター 電話０２４－５２１－８５６２（受付時間９時～１７時）

〇酒類の提供の自粛（終日）をしてください。

〇カラオケ設備の利用の自粛（終日）をしてください。※飲食を主な業としている店舗

〇店舗や施設の感染防止対策を徹底してください。（業種別ガイドラインの遵守）

・従業員に対する検査を受けることの勧奨 ・入場者の感染防止のための整理及び誘導 ・発熱その他の症状のある者の入場の禁止

・手指の消毒設備の設置 ・事業所の消毒 ・入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知

・正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止（退場も含む）

・施設の換気を行う ・アクリル板等の設置又は１ｍ以上の距離の確保

♦業種別ガイドラインを遵守する（法第24条第９項）
（特措法第31
条の6第１項、
第２４条第９
項に基づく要
請）

（特措法第
２４条第９
項に基づく
要請）

〇営業時間の短縮(営業時間は午前５時から午後８時まで)をしてください。
（酒類の提供は、午前11時～午後７時）

【対 象】 食品衛生法に定める飲食店営業許可を受けた店舗のうち以下の店舗

・接待を伴う飲食店 ・酒類を提供する飲食店
【営業時間の短縮に応じていただいた場合】 協力金を支給 (1日当たり2.5万円～(売上高に応じて））

■相談窓口 協力金コールセンター 電話０２４－５２１－８５７５（受付時間９時30分～１７時30分）

〇特措法施行令第５条の５各号に規定される感染対策を実施してください。

上記以外で本措置により影響を受けた中小法人等に一時金を支給します。
■相談窓口 一時金コールセンター 電話０２４－５２１－８５７２（受付時間９時３０分～１７時３０分）

◇まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金については https://ichijishienkin.go.jp/
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内 容

いわき市

飲食店以外の(延床面積1,000㎡超の施設）
事業者の皆様へのお願い

〇営業時間を短縮（午後８時まで）してください。
（イベント開催の場合は午後９時まで）

〇店舗や施設の感染防止対策を徹底してください。

【対象】 詳細は次ページのとおり

【営業時間の短縮に応じていただいた場合】

協力金を支給 (１，０００㎡当たり２０万円×時短割合（１日当たり））

※協力金の対象となるのは、次ページの特定大規模施設です。

・入店時や施設内における適切な距離の確保など、利用者の整理・誘導を行ってくだ
さい。

・発熱している方や理由なく感染対策を行わない方の利用を避けてください。

・適切な座席間隔の確保など、店舗内の感染防止策を徹底してください。

・従業員や利用者の手指消毒やマスク着用の徹底を促してください。

・店舗内の消毒や換気を徹底してください。

・そのほか、業種別ガイドラインに基づき感染防止対策を徹底してください。

（延床面積1,000㎡超 特措法第２４条第９項に基づく要請）

（1,000㎡以下の施設につきましても、感染防止対策の徹底等にご協力ください）

（特措法第２４条第９
項に基づく要請）
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（協力要請の対象施設）
特定大規模施設（１，０００㎡超の施設）

施設の種類 施設例

映画館等 映画館、プラネタリウム

商業施設 ショッピングセンター、ホームセンター等【生活必需物資売場を除く】

遊技場 パチンコ店、ゲームセンター等

屋内運動施設 スポーツクラブ、ボーリング場等

サービス業 ネイルサロン・スーパー銭湯等【生活必需サービスを除く】

飲食店向け時短協力金の対象と
なる店舗を除く遊興施設

個室ビデオ店、カラオケボックス等

イベント関連施設（１，０００㎡超の施設）

施設の種類 施設例

劇場等 劇場、観覧場、演芸場等

集会・展示施設 集会場、展示場、貸会議室

ホテル等 ホテル等（集会の用に供する部分に限る）

屋外運動施設 野球場、ゴルフ場、屋外テニス場、ゴルフ練習場等

遊技場 テーマパーク、遊園地

博物館等 美術館、水族館、記念館等

【重点措置区域内の県有施設について】営業時間短縮の要請の対象となる施設は、原則休業の方針とします。21



イベント等を開催する事業者の皆様へのお願い

〇イベント等の開催に当たっては、業種別ガイドラインを遵守し、 感染防止対
策を徹底してください。

〇広域な移動を伴うイベント、または参加者が1,000人を超えるイベントを開
催する場合は、県に事前に相談してください。

・発熱している方や正当な理由なく感染対策を行わない方の入場を避けてください。

・参加者間の適切な間隔の確保、スタッフや参加者の手指消毒やマスク着用の徹底、会場内の消
毒や換気など、感染防止対策を徹底してください。

・そのほか、業種別ガイドラインに基づき感染防止対策を徹底してください。

〇以下の要件に従った開催にご協力ください。

人数上限 開催時間

大声での歓声・声援がないことを前提に
開催するもの
〇クラシック音楽コンサート、演劇等、舞踊、伝
統芸能、芸能・演芸、講演・式典、展示会等
〇飲食を伴わないもの

大声での歓声・声援等が想定されるも
の
〇ロック・ポップコンサート、スポーツイベント、
公営競技、公演、ライブハウス・ナイトクラブ等
でのイベント等

午後９時まで
（全地域）

収容定員の100%と5,000人のいずれ
か少ない方を上限

収容定員の50%と5,000人のいずれ
か少ない方を上限

（特措法第24条第9項に基づく要請）

■ 電話０２４－５２１－８６４４(受付時間9時～17時)
■ 福島県新型コロナウイルス感染症対策本部 イベント相談窓口
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全ての事業者の皆様へのお願い

〇職場内の感染防止対策を徹底してください。

・従業員等の手指消毒やマスク着用の徹底、職場内の消毒や換気など、職場内の感染
防止対策を徹底してください。

・従業員等の出勤時の健康チェックを徹底してください。

・休憩中や休憩室・更衣室の利用時、電話時、昼食中などで居場所の切り替わりに注
意してください。

・そのほか、業種別ガイドラインに基づき感染防止対策を徹底してください。

〇ローテーション勤務や時差出勤、テレワーク、オンライン会議等
を活用し、人と人との接触機会の低減にご協力ください。
※できる限り、「出勤者数の7割削減」に努めていただくようお願いします。

〇出張や会議等を減らすなど、できる限り、外出機会の低減にご
協力ください。

（特措法第24条第9項に基づく要請）
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大学・専門学校等の皆様へのお願い

感染リスクの高い活動を控えるよう、学生への注意喚起を徹底し
てください。

感染防止対策に見落としがないか、改めて確認してください。

（感染リスクの高い活動の例）

〇感染防止対策が徹底できないサークル活動

〇大人数での懇親会 など

小・中・高等学校の皆様へのお願い

感染リスクの高い学習活動（部活動での実施を含む）や宿泊を伴う
学校行事等の停止、他校との合同練習や練習試合の停止など、感
染防止対策を徹底してください。

医療機関、高齢者、障がい(児)者施設の皆様へのお願い

（特措法第24条第9項に基づく要請）
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３教高第７０６号  

令和３年８月５日 

 

いわき地区各県立学校長 様 

教   育   長 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対応について（通知） 

このことについて、本日開催された県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議において、別添資

料のとおりいわき市に「まん延防止等重点措置」が適用され、加えてその他の地域では集中対策を実

施することが示されました。 

ついては、「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準＊における対応を、いわき地区において

は下記のとおり“レベル３”に引き上げることとし、その他の地区においては別紙のとおり“レベル

２”の対応とすることとしますので、感染症対策を一層徹底するよう指導願います。その際、別添

「感染リスクが高いと思われる行動例」を参考としてください。 

なお、今後感染状況の変化により対応が変わる場合は、改めてお知らせします。 

＊「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～（2021.4.28 Ver.6）」（以下、「衛生管理マニュア 

ル」という。）P18 

記 

１ 対象期間 令和３年８月８日（日）から同月３１日（火）まで 

       ※終了期日が変更となる際は、改めて通知します。 

２ 対象期間における対応 

（１） 感染リスクの高い学習活動＊（部活動を含む。）については、停止すること。 

  ＊「衛生管理マニュアル」Ｐ54～59参照。 

（２） 不要不急の外出は控えること。都道府県間、特に緊急事態措置区域等との往来は控えるこ

と。ただし、全国大会や進路に係る企業訪問及びオープンキャンパス等への参加など、やむを

得ない事情により往来する場合は、往来後２週間の健康観察を徹底すること。 

（３） 宿泊を伴う学校行事、合宿、遠征等は停止すること。ただし、全国大会、東北大会及び県大

会での宿泊は可能とするが、参加人数を最小限にするなど感染症対策を徹底すること。 

（４） 部活動及び対外的な交流活動について 

   ① 個人や少人数での短時間の活動とすること。 

   ② 活動前後及び下校時等に会食することを控え、会話の際はマスクを着用すること。 

   ③ 各種大会への参加は可能とするが、他校との練習試合や合同練習会は停止すること。 

   ④ 外部団体と交流する場合は、感染症対策の徹底について協力を求めること。 

（５） 健康観察の徹底 

   ① 検温等の健康観察を徹底し、体調不良者には休養するよう指導すること。 

   ② 児童生徒等の同居する家族に発熱等の症状が見られる場合も出席停止の措置をとること。 

＊「衛生管理マニュアル」P27、50～51参照 

（６） 昼食時は、対面にしない、会話を控える、換気を強化する等を徹底すること。 

（７） 教室や職員室等の換気を、常時または定期的に実施すること。 

（８） 感染者や濃厚接触者、その家族等について、ＳＮＳ等において憶測等による誹謗中傷につな

がる発信をしないことなど、差別偏見防止のための指導を徹底すること。 

（９） 感染拡大地域から帰省・移動した家族や友人とやむを得ず一緒に過ごす場合や同居する家族 
等に濃厚接触者がいる場合は、家庭内においてもマスクの着用などの対策を行うこと。 

３ その他 

いわき地区に関する令和３年７月２８日付け教高第６６９号通知は、本通知をもって廃止する。 

 

 

 

（事務担当 高校教育課   主幹 亀田 電話 ０２４－５２１－７７６９） 

（     特別支援教育課 主幹 根本 電話 ０２４－５２１－７７７９） 

（     健康教育課   主幹 鈴木 電話 ０２４－５２１－７７７７） 

写 



３教健第４０９号 

令和３年８月５日 

 

いわき地区を除く各県立学校長 様 

 

教   育   長 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対応について（通知） 

このことについて、本日開催された県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議において、別添資料

のとおりいわき市に「まん延防止等重点措置」が適用され、加えてその他の地域では集中対策を実施す

ることが示されました。 

ついては、「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準＊における対応を、いわき地区においては

別紙写しのとおり“レベル３”に引き上げることとし、その他の地区においては下記のとおり“レベル

２”の対応とすることとしますので、感染症対策を一層徹底するよう指導願います。その際、別添「感

染リスクが高いと思われる行動例」を参考としてください。 

なお、今後感染状況の変化により対応が変わる場合は、改めてお知らせします。 

＊「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～（2021.4.28 Ver.6）」（以下、「衛生管理マニュアル」  

という。）P18 

記 

１ 対象期間 令和３年８月８日（日）から同月３１日（火）まで 

       ※終了期日が変更となる際は、改めて通知します。 

２ 対象期間における対応 

（１） 感染リスクの高い学習活動＊（部活動を含む。）については、停止すること。 

  ＊「衛生管理マニュアル」Ｐ54～59参照。 

（２） 不要不急の外出は控えること。都道府県間、特に緊急事態措置区域等との往来は控えること。

ただし、全国大会や進路に係る企業訪問及びオープンキャンパス等への参加など、やむを得ない

事情により往来する場合は、往来後２週間の健康観察を徹底すること。 

（３） 宿泊を伴う学校行事、合宿、遠征等は停止すること。ただし、全国大会、東北大会及び県大会

での宿泊は可能とするが、参加人数を最小限にするなど感染症対策を徹底すること。 

（４） 部活動及び対外的な交流活動について 

   ① 感染リスクの高い活動を除いて実施すること。 

   ② 活動前後及び下校時等に会食することを控え、会話の際はマスクを着用すること。 

   ③ 各種大会への参加は可能とするが、他校との練習試合や合同練習会は停止すること。 

   ④ 外部団体と交流する場合は、感染症対策の徹底について協力を求めること。 

（５） 健康観察の徹底 

   ① 検温等の健康観察を徹底し、体調不良者には休養するよう指導すること。 

   ② 児童生徒等の同居する家族に発熱等の症状が見られる場合も出席停止の措置をとること。 

＊「衛生管理マニュアル」P27、50～51参照 

（６） 昼食時は、対面にしない、会話を控える、換気を強化する等を徹底すること。 

（７） 教室や職員室等の換気を、常時または定期的に実施すること。 

（８） 感染者や濃厚接触者、その家族等について、ＳＮＳ等において憶測等による誹謗中傷につなが

る発信をしないことなど、差別偏見防止のための指導を徹底すること。 

（９） 感染拡大地域から帰省・移動した家族や友人とやむを得ず一緒に過ごす場合や同居する家族等 
に濃厚接触者がいる場合は、家庭内においてもマスクの着用などの対策を行うこと。 

３ その他 

  県南、県北及びいわき地区に関する令和３年７月２４日付け３教高第６５７号通知及び令和３年７ 

月２８日付け３教高第６６９号通知は、本通知をもって廃止する。 

 

   

（事務担当 高校教育課   主幹 亀田 電話 ０２４－５２１－７７６９） 

（     特別支援教育課 主幹 根本 電話 ０２４－５２１－７７７９） 

（     健康教育課   主幹 鈴木 電話 ０２４－５２１－７７７７） 

写 



 別 添  

感染リスクが高いと思われる行動例 

 

１ 学校内における行動例 

○ 近い距離でマスクをはずした会話や接触等（握手など含む） 

 

○ 向かい合った近い距離でのマスクをはずした飲食等（昼食など含む） 

 

○ 向かい合った近い距離での合唱や発声練習等（運動部の声出しなど含む） 

 

○ 運動部における２人 1組で行う接触頻度の高いトレーニングやストレッチング等 

 

○ 複数の生徒によるソーシャルディスタンスの確保が困難な部室や狭い居室の利用(飲 

食含む) 

 

○ 飲食を伴うレクリエーション（部活動等における新入生歓迎会や打ち上げなどのイベ 

ント） 

 

 

２ 学校外における行動例 

 ○ 下校中及び部活動後の複数名での飲食 

 

○ 飲食を伴う会合（バーベキュー、ジュースの回し飲み等） 

 

○ 感染拡大地域及びまん延防止等重点措置適用地域への往来（音楽ライブやダンスなど 

の各種イベント等への参加） 

 

○ 飲食を伴う娯楽施設（カラオケ等）での遊興 

 

○ 県外から帰省・移動した家族や親戚との接触（特に感染拡大地域及びまん延防止等重 

点措置適用地域） 
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